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１ 運営の目的 

下仁田町立小・中学校に在籍する不登

校児童生徒の学校復帰を支援するため、

下仁田町適応指導教室を設置する。 
 

２ 令和６年度職員の構成・分担 
職 員 業務内容 
室長（教育課長）1 総括 
学校教育係   1 渉外等 
指導員        4 通級者への指導 

教育相談 
 

３ 入室対象及び受け入れ状況 
（１）入室対象 

下仁田町の小中学校に在籍する不登校

または不登校傾向の児童生徒で、本人及

び保護者が入室を希望し、通室が適切で

あると認められた者。 
（２）受け入れ状況（令和５年度） 

受け入れなし 
 

４ 令和６年度開設状況 
（１）開設日時                                

学校の休業日を除く月曜日～金曜日 
  ９：００～１５：００ 
（２）開設予定期間                    
  １学期 ４月７日～ ７月２０日   
  ２学期 ８月２７日～１２月２３日 
  ３学期  １月７日～ ３月２６日 
（３）日時程 

 9:00~ 
 
 9:30~ 
 12:00~ 
 13:00~ 
 14:30~ 

朝の会 
（学習計画の作成） 
学習活動 
昼食 
運動・屋外活動 
まとめ・整理 

 

５  入室・退室の進め方 
（１）入室の手続き 

①入室を希望する児童生徒の保護者は、在

籍する学校長に申し込む。 

②学校長は、通級申請書を教育長に提出す

る。 

③入室を決定する。 
※決定までの間、必要に応じて体験入室を

実施。 
（２） 退室の手続き 

本人、保護者、在籍校の校長や担任と

協議し決定する。 
 

６ 学校、家庭及び関係機関との連携     
（１）学校との連携 

毎月、在籍校に児童生徒の状況報告を行

い、必要に応じて担任等と連絡を取り合う。 
（２）家庭との連携 

  必要に応じて保護者との相談を行う。 
（３）関係機関との連携 

  町内学校に在籍する相談員やスクール

カウンセラー、県在籍のスクールソーシャ

ルワーカー等と連携し支援を図る。 
 

 

 


